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くらしの情報

「ダメです！野外でのごみの焼却」

　家庭から出るごみを野外で燃やすことは、人
体に悪影響を与えるほか、煙やにおいで近隣に
迷惑をかけることにもなるため、法律で禁止さ
れています（例外規定を除く）。
　野外でのごみの焼却は絶対に行わず、各地区
のごみステーションへ出してください。

「ダメです！ごみの不法投棄」

　ごみを捨てることは法律で禁止されており、
市内で検挙された事例もあります。天草の豊か
な自然環境を守るためにも、ごみは責任を持っ
て各地区のごみステーションまたは清掃センタ
ーへ出してください。
　なお、法律でリサイクルを定められている家
電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機）やパソコンは、ごみステ
ーション・清掃センターに出すことはできませ
んので、販売店や製造メーカーに引き取り（有
料）を依頼してください。
※土地の所有者また
は管理者は、廃棄
物が捨てられたと
きはみずからの責
任で処理しなけれ
ばなりません。

□問本庁・環境施設課

【例外規定】
●“どんどや”やキャンプファイヤーなど、
公益上または社会の慣習上やむを得ない
もの。※ただし、生活環境上支障を与え、
苦情が寄せられた場合は行政指導の対象
となります。

８月は市・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料の納期です。納期は９月２日㊊です。忘れずに納めましょう。

※ごみの焼却・不法投棄をした場合は、罰則規定があります。

　

８
月
23
日
㊎
か
ら
９
月
６
日
㊎

ま
で
、
計
画
区
域
内
の
住
民
ま
た

は
利
害
関
係
が
あ
る
人
は
、
都
市

計
画
（
案
）
に
つ
い
て
意
見
書
を

提
出
で
き
ま
す
。

▼
内
容
＝
本
渡
青
果
市
場
の
位
置

の
決
定
。

▼
縦
覧
場
所
＝
本
庁（
別
館
）・
都

市
計
画
課
／
各
支
所
担
当
課
。

□問
本
庁（
別
館
）
都
市
計
画
課

　

気
象
庁
で
は
、
大
雨
や
大
き
な

津
波
な
ど
が
予
想
さ
れ
、
重
大
な

災
害
に
よ
る
危
険
性
が
高
ま
っ
た

と
き
に
は
、
特
別
な
警
戒
を
呼
び

か
け
る
た
め
、
新
た
に
「
特
別
警

報
」
を
発
表
し
ま
す
。
対
象
と
す

る
現
象
は
「
東
日
本
大
震
災
」
や
、

昨
年
７
月
の
「
九
州
北
部
豪
雨
」

な
ど
の
、
数
十
年
に
一
度
し
か
な

い
よ
う
な
も
の
が
該
当
し
ま
す
。

　

特
別
警
報
が
発
表
さ
れ
た
場

合
、
お
住
ま
い
の
地
域
は
非
常
に

危
険
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。
屋
外

の
状
況
や
、
避
難
指
示
・
勧
告
な

ど
に
留
意
し
、
た
だ
ち
に
命
を
守

る
た
め
の
行
動
を
と
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

詳
細
は
、
気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〔
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
〕

　

http://w
w
w
.jm
a.go.jp/

□問
熊
本
地
方
気
象
台
防
災
業
務
課

☎
０
９
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３
２
４
）３
２
８
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市
で
は
、企
業
誘
致
の
促
進
と
、

産
業
振
興
や
雇
用
拡
大
の
た
め
、

固
定
資
産
税
を
課
税
免
除
す
る
特

例
を
設
け
て
い
ま
す
。
免
除
を
受

け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
対
象
＝
製
造
業
・
情
報
通
信
技

術
利
用
事
業
（
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
）・
旅
館
業
（
下
宿
営
業
を

除
く
）
を
行
う
た
め
の
特
別
償

却
設
備
（
家
屋
や
そ
の
家
屋
が

建
つ
部
分
の
土
地
、
事
業
に
使

用
す
る
償
却
資
産
で
機
械
・
装

備
）
を
新
・
増
設
し
た
事
業
者
。

▼
適
用
基
準
＝
平
成
25
年
１
月
２

日
か
ら
翌
26
年
１
月
１
日
ま
で

に
新
･
増
設
し
た
特
別
償
却
設

備
で
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が

２
、７
０
０
万
円
を
超
え
る
も

の
。な
お
、土
地
は
取
得
日
の
翌

日
か
ら
１
年
以
内
に
家
屋
の
建

設
に
着
手
さ
れ
た
も
の
に
限
り

ま
す
。

▼
免
除
期
間
＝
固
定
資
産
が
最
初

に
課
税
さ
れ
る
年
度
を
含
む
３

年
間
。

▼
申
請
期
限
＝
平
成
26
年
１
月
31

日
㊎
ま
で
。

□問
本
庁
・
課
税
課

※
な
お
、
企
業
誘
致
や
地
場
産
業

の
振
興
の
た
め
の
奨
励
措
置（
工

場
等
の
建
設
費
や
用
地
の
取
得

費
の
補
助
、
雇
用
奨
励
金
な
ど

の
交
付
）
も
行
っ
て
い
ま
す
。

□問
本
庁（
別
館
）・
産
業
政
策
課

　

大
雨
や
台
風
、
地
震
な
ど
で
被

害
を
受
け
た
と
き
は
、
税
が
減
免

さ
れ
た
り
、
納
税
が
猶
予
さ
れ
た

り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
次
の
窓
口
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

〔
国
税
…
所
得
税
な
ど
〕

　

天
草
税
務
署
☎
㉒
２
５
１
０

〔
県
税
…
自
動
車
税
・
不
動
産
取     

　

得
税
・
個
人
事
業
税
な
ど
〕

　

熊
本
県
税
事
務
所
・
天
草
広
域

本
部
税
務
課
☎
㉒
４
２
３
９

〔
市
税
…
住
民
税
・
固
定
資
産

税
・
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
〕

　

市
役
所
本
庁
・
課
税
課
／
国
保

年
金
課
／
納
税
課

　

浄
化
槽
は
、
適
切
な
維
持
・
管

理
の
た
め
、
定
期
的
に
点
検
・
清

掃
・
法
定
検
査
を
行
う
こ
と
が
浄

化
槽
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

①
保
守
点
検
…
浄
化
槽
の
い
ろ
い

ろ
な
装
置
が
正
し
く
働
い
て
い

る
か
を
点
検
し
、
装
置
や
機
械

の
調
整
・
修
理
、
消
毒
剤
の
補

給
な
ど
を
行
い
ま
す
。

②
清
掃
…
浄
化
槽
内
に
た
ま
っ
た

汚
泥
等
を
抜
き
取
り
、
機
械
類

の
洗
浄
な
ど
を
行
い
ま
す
。

③
法
定
検
査
…
浄
化
槽
が
適
正
に

維
持
・
管
理
さ
れ
て
い
る
か
、

放
流
さ
れ
た
処
理
水
が
法
令
に

基
づ
く
水
質
基
準
を
満
た
し
て

い
る
か
を
検
査
し
ま
す
。

　

浄
化
槽
の
使
用
開
始
後
３
〜
８

カ
月
の
間
と
、
そ
の
後
は
１
年
に

１
回
、
県
知
事
が
指
定
し
た
検
査

機
関
（
公
益
社
団
法
人
・
熊
本
県

浄
化
槽
協
会
）
の
実
施
す
る
法
定

検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁
・
下
水
道
課

都
市
計
画（
案
）
を

　
　
　
　

縦
覧
で
き
ま
す

※詳しいことは□問にお問い合わせください。

←

←
８
月
30
日
か
ら『
特
別
警
報
』の

　
　
　
　

発
表
を
開
始
し
ま
す

浄
化
槽
を
ご
利
用
の

　
　
　
　
　
　

皆
さ
ん
へ

「ごみの焼却・不法投棄」は法律で禁止されています「ごみの焼却・不法投棄」は法律で禁止されています

□問本庁・政策企画課

　市と京都大学経営管理大学院は、二地域就労
プロジェクトとして「企業と地域の新たな関係
の構築」や「起業」に向けた取り組みを進めて
おり、この取り組みの一つとして『天草宝島起
業塾』を開催します。天草での起業や新事業創
造を目ざし、ぜひ参加してみませんか。
■対　象＝①天草市で自分のビジネスプランを
実現したい人②すでに事業を行っているが新
たな事業展開を考えている企業関係者③コミ
ュニティビジネスに取り組みたい人や地区振
興会などの自治組織④市内の企業経営者や社
員、後継者など。※市内在住は問いませんが、
原則として全講座に参加できる人。
■と　き＝別表のとおり（時間は変更すること
があります）。
■ところ＝市内の会場（受講生に別途通知しま
す）。
■内　容＝自身が考えているビジネスプランを
もとに起業や経営に関する基礎研修、グルー
プワークなどを行い、成果として発表します。
■講　師＝小林潔司氏（京都大学経営管理大学
院経営研究センター長）、若林靖永氏（同大学
院教授）、高村義晴氏（同大学院経営研究セン
ター特命教授）、田中尚人氏（熊本大学政策創
造研究教育センター准教授）など。
■定　員＝30人程度（応募者多数の場合は、応
募書類による選考を行い、決定します）。
■受講料＝5,000円（全６回分。資料代として）。
■提出書類=応募時に、次の事項について自身が

考えるビジネスプラン構想書を提出してくださ
い。●地域資源を活用した起業プラン●地域資源
を活用し、地域を活性化させるプラン●新事業
の創造に関するプランなど。
■申込方法＝８月15日㊍から同30日㊎までに、本
庁・政策企画課に備え付けの応募用紙に必要事
項を記入し、ビジネスプラン構想書を添えて郵
送または持参、電子メールで同課へお申し込み
ください。なお、応募用紙は市のホームページ
からも取得できます。

〔郵送・持参〕〒863-8631市内東浜町8-1（郵送の
場合は住所記載不要）　天草市役所・政策企画課

〔電子メール〕kikaku@city.amakusa.lg.jp

●ビジネスとは何か
●お金の流れを考える

●ビジネスモデル（顧客と価値、パー
トナーやリソース、収益とコスト構造）

●起業などに関する講義

●グループワークでの事業計画の
　検証①

９月21日㊏
13：30～17：00

９月22日㊐
9：00～14：30

９月28日㊏
13：30～17：00

９月29日㊐
9：00～14：30

11月９日㊏
13：30～17：00

11月10日㊐
9：00～14：30

●グループワークでの事業計画の
　検証②

●ビジネスプラン発表、修了式

■開講期間　９月21日㊏～11月10日㊐

天草宝島起業塾の参加者を募集します

事
業
者
に
か
か
る

固
定
資
産
税
を
免
除
し
ま
す

災
害
を
受
け
た
と
き
の

税
の
減
免
な
ど
に
つ
い
て


